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○
確
定
申
告
の
必
要
な
人

・
事
業
所
得
（
商
業
・
工
業
・
農
業
・
漁
業
な
ど
に
よ
る

所
得
）
や
不
動
産
所
得
（
地
代
・
家
賃
）
な
ど
の
あ
る

人
で
、
１
年
間
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所
得
控
除
合

計
額
を
超
え
る
人

・
土
地
、
建
物
な
ど
を
譲
渡
し
た
人

・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
年
収
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

・
２
ヶ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人

・
主
た
る
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る
人

・
医
療
費
控
除
、
寄
附
金
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
等
を
受
け
る
人

　

・
土
地
、
建
物
等
の
譲
渡
に
係
る
も
の

　

・
農
業
所
得
を
除
く
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
等

　
　

に
係
る
も
の

　

・
青
色
申
告
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は

　
　
　
　

鳥
取
税
務
署
で
の
申
告
と
な
り
ま
す
。

○
確
定
申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
の
時
に
は
下
記
の
も
の
が
必
要
で
す
。
忘
れ
ず
に

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

＊
「
印
鑑
」

＊
本
人
名
義
の
「
通
帳
」（
還
付
申
告
の
場
合
）

＊
確
定
申
告
書
が
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
る
人
は
そ

の
「
申
告
書
」（
中
身
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。）

＊
給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
受
給
者
は
「
源
泉
徴
収
票
」

＊
生
命
保
険
料
お
よ
び
地
震
保
険
料
控
除
を
受
け
る
人

は
、「
支
払
保
険
料
の
証
明
書
」

＊
国
民
年
金
保
険
料
な
ど
の
社
会
保
険
料
の
支
払
い
が
あ

る
人
は
、「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
」

＊
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

　

平
成
23
年
中
に
支
払
っ
た
「
医
療
費
の
領
収
書
」
と

保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の
明
細
書
（
領
収
書
は
、

事
前
に
合
計
金
額
の
集
計
を
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。）

＊
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
人

　
　

寄
附
先
か
ら
交
付
さ
れ
た
寄
附
金
の
受
領
証

　

東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
寄
附
金
で
、
受
領
書
等
に

そ
の
記
載
の
な
い
場
合
は
、
東
日
本
大
震
災
に
対
す
る

寄
附
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
書
類
（
募
金
要
綱
・
新
聞

記
事
等
）
を
併
せ
て
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

＊
農
業
を
し
て
い
る
人

　

帳
簿
、
営
農
総
合
口
座
取
引
集
計
表
、
領
収
書
な
ど
、

23
年
中
の
収
入
や
支
出
の
わ
か
る
も
の
を
準
備
し
、
収

入
と
経
費
を
ま
と
め
、
事
前
に
「
収
支
内
訳
表
」
の
作

成
を
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

＊
事
業
所
得
等
の
あ
る
人

　

帳
簿
、
領
収
書
な
ど
、
23
年
中
の
収
入
・
支
出
の
わ

か
る
も
の
を
準
備
し
、「
収
支
内
訳
表
」
の
記
入
・
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
新
た
に
受
け
る
人

　

（
床
面
積
50
㎡
以
上
で
、
自
己
所
有
、
住
宅
ロ
ー
ン

等
の
返
済
期
間
が
10
年
以
上
で
あ
る
こ
と
な
ど
条
件
が

あ
り
ま
す
。）

　
　

・「
住
民
票
の
写
し
」

　
　

・「
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末
残
高
等

証
明
書
」

　
　

・「
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
」
や
「
請
負
契
約
書

の
写
し
」、「
売
買
契
約
書
の
写
し
」
な
ど
で
取
得

日
、
床
面
積
、
取
得
価
額
な
ど
の
わ
か
る
書
類

□
増
改
築
・
大
規
模
修
繕
な
ど
は
、「
建
築
確
認
済
証
の

写
し
」
ま
た
は
「
検
査
済
証
の
写
し
」
ま
た
は
「
増
改

築
等
工
事
証
明
書
」

□
高
齢
者
等
居
住
改
修
工
事
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
）・
断
熱
改
修
工
事
（
省
エ
ネ
改
修
工
事
）
等
は
、「
増

改
築
等
工
事
証
明
書
」「
補
助
金
等
の
金
額
を
証
す
る

書
類
」
な
ど

□
住
宅
耐
震
改
修
工
事
は
「
住
宅
耐
震
改
修
証
明
書
」「
補

助
金
等
の
金
額
を
証
す
る
書
類
」

□
認
定
長
期
優
良
住
宅
を
新
築
し
た
人
は
「
長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画
の
認
定
通
知
書
の
写
し
」
及
び
「
住
宅

用
家
屋
証
明
書
」
ま
た
は
「
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築

証
明
書
」

　所得税の確定申告と町・県民税の申告時期になりました。申告の相談・受付は、２月

16日（木）から３月15日（木）までです。事前に必要な書類を準備し、期限内に申告

と納税を済ませましょう。

と　き　２／16（木）～３／15（木）の毎日
　　　受付時間　午前９時～午前11時30分・午後１時～午後４時
　　　＊土曜・日曜も申告の相談を受け付けます。
　　　＊受付時間は厳守してください。
ところ　役場３階　大会議室

確 定 申 告


